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かかりつけ医機能に関する今後の議論の進め方
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１巡目の議論

２巡目の議論

【本日】
●かかりつけ医機能に関する経緯と課題

●課題への対応

●ヒアリング等を通じた実態確認
●今後の方向性に関する議論

かかりつけ医機能に関しては、外来医療計画に関し地域で協議することとされている法定事項とは異なるが、
各自治体で同計画を策定するにあたり関連する事項と考えられることから、本検討会において、同計画の策定に
向けた議論に併せて議論を行う。

【本検討会における議論】 【かかりつけ医機能に関する議論】



平成29年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

○日本の人口は近年減少局面を迎えている。2065年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は
38％台の水準になると推計されている。
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（出所） 2019年までの人口は総務省「人口推計」（各年10月1日現在）、高齢化率および生産年齢人口割合は、2019年は総務省「人口推計」、それ以外は総務省「国勢調査」
2019年までの合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、
2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計」

日本の人口の推移
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令和元年 国民生活基礎調査を基に医療課で作成
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※ 通院者とは、世帯員（入院者を除く。）のうち、病気やけがで病院や診療所、あんま・はり・きゅう・柔道整復師に通っている者をいう。（往診、訪問診療を含む。）
※ 通院者には入院者は含まないが、分母となる世帯人員数には入院者を含む。

※外来受診率（在宅を含む）
＝通院者数÷世帯人員数×1,000

○ 65歳から84歳までの高齢者では、平均傷病数および外来受診率（在宅を含む）は他の年齢層と比較して高い。

※元資料から「通院者率」の文言を「外来受診率（在宅を含む）」に修正

年齢別平均傷病数と外来受診率（在宅を含む） 中医協 総－３
３ ． ７ ． ７
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第7回日本の医療に関する調査
https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20201007_4.pdf

・年齢が高くなるほど「かかりつけ医がいる」
と回答した者の割合は高く、70歳以上では8
割以上。

・かかりつけ医がいない理由のうち、最多は
「あまり病気にかからないので必要ないか
ら」。一部には「探す方法がわからない」「情
報が不足」といった回答が認められた。

第7回日本の医療に関する調査（日本医師会総合政策研究機構）（令和2年7月）
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・特定機能病院又は大病院の外来
を受診した者のうち約3～4割が「最

初から今日来院した病院を受診」と
回答

病院の種類別にみた外来患者の最初の受診場所（令和2年受療行動調査）

令和２（2020）年受療行動調査（概数）の概況： https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jyuryo/20/index.html
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要。
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２．改革の方向性（案）

○ 地域の医療機関の外来機能の明確化･連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、

① 医療機関が都道府県に外来医療の実施状況を報告する。

② ①の外来機能報告を踏まえ、「地域の協議の場」において、外来機能の明確化・連携に向けて必要な協議を行う。

→ ①・②において、協議促進や患者の分かりやすさの観点から、「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹
的に担う医療機関（紹介患者への外来を基本とする医療機関）を明確化

→令和３年５月に医療法を改正し、「紹介受診重点医療機関」を決定する仕組みを導入

・ 医療機関が外来機能報告の中で報告し、国の示す基準を参考にして、地域の協議の場で確認することにより決定

患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師働き方改革に寄与

紹介

紹介受診重点医療機関
（紹介患者への外来を基本とする医療機関）

逆紹介

外来機能報告、「地域の協議の場」での協議、紹
介患者への外来を基本とする医療機関の明確化

かかりつけ医機能を担う医療機関

病院の外来患者の待ち時間
の短縮、勤務医の外来負担
の軽減、医師働き方改革

かかりつけ医機能の強化
（好事例の収集、横展開等）

〈「医療資源を重点的に活用する外来」のイメージ〉

○医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来 （悪性腫瘍手術の前後の外来 など）

○高額等の医療機器・設備を必要とする外来 （外来化学療法、外来放射線治療 など）

○特定の領域に特化した機能を有する外来 （紹介患者に対する外来 など）

１．外来医療の課題

○ 患者の医療機関の選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、一部
の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じている。

○ 人口減少や高齢化、外来医療の高度化等が進む中、かかりつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化･連携を進
めていく必要｡

外来医療の機能の明確化･連携
令和３年２月８日
医療部会資料
一部改変（青字）
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社会保障制度改革国民会議報告書（平成25年８月６日）（抜粋）

第２部 社会保障４分野の改革
Ⅱ 医療・介護分野の改革

１ 改革が求められる背景と社会保障制度改革国民会議の使命
（３） 改革の方向性
① 基本的な考え方
（略）患者のニーズに見合った医療を提供するためには、医療機関に対する資源配分に濃淡をつけざ

るを得ず、しかし、そこで構築される新しい提供体制は、利用者である患者が大病院、重装備病院への
選好を今の形で続けたままでは機能しない。さらにこれまで、ともすれば「いつでも、好きなところで」と極
めて広く解釈されることもあったフリーアクセスを、今や疲弊おびただしい医療現場を守るためにも「必要
な時に必要な医療にアクセスできる」という意味に理解していく必要がある。そして、この意味でのフリー
アクセスを守るためには、緩やかなゲートキーパー機能を備えた「かかりつけ医」の普及は必須であり、
そのためには、まず医療を利用するすべての国民の協力と、「望ましい医療」に対する国民の意識の変
化が必要となる。 （略）

３ 医療保険制度改革
（２） 医療給付の重点化・効率化（療養の範囲の適正化等）

（略）フリーアクセスの基本は守りつつ、限りある医療資源を効率的に活用するという医療提供体制改革
に即した観点からは、医療機関間の適切な役割分担を図るため、「緩やかなゲートキーパー機能」の導入
は必要となる。こうした改革は病院側、開業医側双方からも求められていることであり、大病院の外来は
紹介患者を中心とし、一般的な外来受診は「かかりつけ医」に相談することを基本とするシステムの普及、
定着は必須であろう。（略）
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かかりつけ医の定義と機能（日本医師会・四病院団体協議会）

出典：「医療提供体制のあり方」日本医師会・四病院団体協議会合同提言（平成25年8月8日）

「かかりつけ医」とは（定義）

なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療
機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する
医師。

「かかりつけ医機能」

 かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指
導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と
協力して解決策を提供する。

 かかりつけ医は、自己の診療時間外も患者にとって最善の医療が継続されるよう、地域の医師、
医療機関等と必要な情報を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患者に対応できる体制を構
築する。

 かかりつけ医は、日常行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診・が
ん検診、母子保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く社会的活
動、行政活動に積極的に参加するとともに保健・介護・福祉関係者との連携を行う。また、地域の
高齢者が少しでも長く地域で生活できるよう在宅医療を推進する。

 患者や家族に対して、医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行う。
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イ 自宅・宿泊療養者、陽性の施設入所者への医療提供体制の確保等
外来医療や訪問診療の領域でも、各地域で個々の医療機関が果たすべき役割が具体化されてお

らず、かかりつけの医療機関が組織的に関わる仕組みもなく、現場は感染症危機発生後に要請に
基づいて対応せざるを得なかった。また、平時における電話やオンラインによる診療や処方が十
分に推進されて来なかったため、以下のようなことが起き、自宅等の療養者への医療や発熱外来
等の体制の構築に時間を要した。

 発熱や呼吸器症状のある疑い患者について、普段からかかっている医療機関で診療を受けられず、直接地域の総合
病院を受診するケースや保健所・地方公共団体に相談するケースが発生した。

 新型コロナウイルス感染症疑いの発熱患者を診療する診療・検査医療機関について、国民が受診等しやすいよう医
療機関に公表を働きかけたが、公表は一部の医療機関にとどまったため、公表済みの医療機関に患者が集中し、外
来がひっ迫する事態が生じた（最終的に地域により一律公表のルールにした。）。

 デルタ株のまん延で病床がひっ迫したことやオミクロン株による感染拡大により、自宅や宿泊療養施設での療養が
必要なケースが急激に増大する中、自宅等で症状が悪化して亡くなる方がいたなど、自宅等での健康観察や訪問診
療等の必要性が増加した。

 初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行って差し支えないこと等の時限的・特例的な取扱
いを認めたが、実施医療機関数は、この取扱いが始まった2020年春以降、大きくは増加しなかった。

 高齢者施設でクラスターが発生した場合や、病床がひっ迫した時期には、高齢者施設等の施設内で療養せざるを得
ないケースが発生したが、高齢者施設等における医療支援がスムーズに行えないケースがあった。

こうしたことから、かかりつけの医療機関（特に外来、訪問診療等を行う医療機関）について
も、各地域で平時より、感染症危機時の役割分担を明確化し、それに沿って研修の実施やオンラ
イン診療・服薬指導の普及に取り組むなど、役割・責任を果たすこととした上で、感染症危機時
には、国民が必要とする場面で確実に外来医療や訪問診療等を受診できるよう、法的対応を含め
た仕組みづくりが必要である。今後、さらに進んでかかりつけ医機能が発揮される制度整備を行
うことが重要である。

新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議報告（令和４年６月15日）[抜粋]
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ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工 程（取組・所管府省、実施時期）22  23  24

５３．医療技術評価の在り方について調査・研究・検討を推進
するとともに、そのための人材育成・データ集積・分析を推進

ａ．引き続き、費用対効果評価を効果的・効率的に実施するこ
とができるよう、研究等を継続するとともに、人材の育成を推
進。
≪厚生労働省≫

ー ー

５４．かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の
普及

ａ．病院・診療所の機能分化・機能連携等を推進しつつ、かか
りつけ機能の在り方を踏まえながら、かかりつけ医、かかりつ
け歯科医、かかりつけ薬剤師の普及を進める。
ｂ．かかりつけ医機能の明確化と、患者・医療者双方にとって
かかりつけ医機能が有効に発揮されるための具体的方策につい
て検討を進める。
ｃ．2020年度診療報酬改定における地域包括診療加算の施設
基準の見直し等、かかりつけ医機能に係る診療報酬上の対応に
ついて、その影響の検証等を踏まえ、2022年度診療報酬改定
において必要な見直しを検討。
≪厚生労働省≫

○大病院受診者のうち紹介状なし
で受診したものの割合【2024年度
までに200床以上の病院で40％以
下】（200床以上の病院における
紹介状なしの初診患者数/200床以
上の病院の初診患者数。診療報酬
改定結果検証調査）

○重複投薬・相互作用等防止に係
る調剤報酬の算定件数【2021年度
までに2017年度と比べて20％増
加】
○地域包括ケアシステムにおいて
過去１年間に平均月１回以上医師
等と連携して在宅業務を実施して
いる薬局数【2022年度までに
60％】
（地域包括ケアシステムにおいて
過去１年間に平均月１回以上医師
等と連携して在宅業務を実施して
いる薬局数/薬局数（薬局機能情報
提供制度による（回答率
100％））

○「患者のための薬局ビジョン」にお
いて示すかかりつけ薬剤師としての役
割を発揮できる薬剤師を配置している
薬局数【2022年度までに60％】
(「患者のための薬局ビジョン」におい
て示すかかりつけ薬剤師としての役割
を発揮できる薬剤師を配置している薬
局数/薬局数（薬局機能情報提供制度に
よる（回答率100％））

○各都道府県の、一人の患者が同一期
間に３つ以上の医療機関から同じ成分
の処方を受けている件数【見える化】

○調剤報酬における在宅患者訪問薬剤
管理指導料、介護報酬における居宅療
養管理指導費、介護予防居宅療養管理
指導費の算定件数【2021年度までに
2017年度と比べて40％増加】

社会保障 3．医療・福祉サービス改革

新経済・財政再生計画 改革工程表2021（令和３年12月23日）（抜粋）
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○全世代型社会保障構築会議 議論の中間整理（令和４年５月17日）（抜粋）

加えて、今回のコロナ禍により、かかりつけ医機能などの地域医療の機能が十
分作動せず総合病院に大きな負荷がかかるなどの課題に直面した。かかりつけ
医機能が発揮される制度整備を含め、機能分化と連携を一層重視した医療・介
護提供体制等の国民目線での改革を進めるべきである。

○全世代型社会保障構築会議における岸田内閣総理大臣発言（令和４年５月17日）
（抜粋）

地域完結型の医療・介護サービス提供体制の構築に向けて、かかりつけ医機能
が発揮される制度整備を行い、機能分化と連携を一層重視した国民目線での医
療・介護提供体制改革を進めます。

○経済財政運営と改革の基本方針2022 （令和４年６月７日）（抜粋）

また、医療・介護提供体制などの社会保障制度基盤の強化については、今後の
医療ニーズや人口動態の変化、コロナ禍で顕在化した課題を踏まえ、質の高い
医療を効率的に提供できる体制を構築するため、機能分化と連携を一層重視し
た医療・介護提供体制等の国民目線での改革を進めることとし、かかりつけ医
機能が発揮される制度整備を行うとともに、地域医療連携推進法人の有効活用
や都道府県の責務の明確化等に関し必要な法制上の措置を含め地域医療構想を
推進する。 13



本日の論点

＜現状＞
• 今般のコロナ禍において、かかりつけ医機能の重要性が指摘されている。
• 複数疾患を有する医療・介護ニーズの高い高齢者人口は2040年頃まで増加す
る見込みであり、地域包括ケアを構築していく上でも、かかりつけ医は重要
な役割。

• 他方、現役世代では、「かかりつけ医がいない」とする者も多く、「探す方
法がわからない」もその理由の一部。

• 患者にいわゆる大病院志向がある中で、一定の医療機関の外来患者が多くな
り、患者の待ち時間や勤務医の負担が増加する等の課題が存在。こうした中
で、かかりつけ医機能を担う医療機関との間で紹介・逆紹介を担う「紹介受
診重点医療機関」が創設されたところ。

＜論点＞
• コロナ禍における課題としては、どのようなものがあるか。
• なぜかかりつけ医機能の強化が必要なのか。
• 現状のかかりつけ医機能の課題をどのように考えるか。

14
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社会保障制度改革国民会議報告書（平成25年８月６日）（抜粋）

第２部 社会保障４分野の改革
Ⅱ 医療・介護分野の改革

１ 改革が求められる背景と社会保障制度改革国民会議の使命
（３） 改革の方向性
① 基本的な考え方

また、医療改革は、提供側と利用者側が一体となって実現されるものである。患者のニーズに見合った医療を提供するためには、医療機関に
対する資源配分に濃淡をつけざるを得ず、しかし、そこで構築される新しい提供体制は、利用者である患者が大病院、重装備病院への選好を今
の形で続けたままでは機能しない。さらにこれまで、ともすれば「いつでも、好きなところで」と極めて広く解釈されることもあったフリーアクセスを、
今や疲弊おびただしい医療現場を守るためにも「必要な時に必要な医療にアクセスできる」という意味に理解していく必要がある。そして、この意
味でのフリーアクセスを守るためには、緩やかなゲートキーパー機能を備えた「かかりつけ医」の普及は必須であり、そのためには、まず医療を
利用するすべての国民の協力と、「望ましい医療」に対する国民の意識の変化が必要となる。

② 機能分化とネットワークの構築
その上で求められる医療と介護の一体的な改革は、次のようにまとめられよう。すなわち、日本は諸外国に比べても人口当たり病床数が多い

一方で病床当たり職員数が少ないことが、密度の低い医療ひいては世界的に見ても長い入院期間をもたらしている。他面、急性期治療を経過し
た患者を受け入れる入院機能や住み慣れた地域や自宅で生活し続けたいというニーズに応える在宅医療や在宅介護は十分には提供されてい
ない。

そこで、急性期から亜急性期、回復期等まで、患者が状態に見合った病床でその状態にふさわしい医療を受けることができるよう、急性期医
療を中心に人的・物的資源を集中投入し、入院期間を減らして早期の家庭復帰・社会復帰を実現するとともに、受け皿となる地域の病床や在宅
医療・在宅介護を充実させていく必要がある。この時、機能分化した病床機能にふさわしい設備人員体制を確保することが大切であり、病院の
みならず地域の診療所をもネットワークに組み込み、医療資源として有効に活用していくことが必要となる。
（中略）
「病院完結型」の医療から「地域完結型」の医療への転換が成功すると、これまで1 つの病院に居続けることのできた患者は、病状に見合った

医療施設、介護施設、さらには在宅へと移動を求められることになる。居場所の移動を伴いながら利用者のＱＯＬを維持し家族の不安を緩和して
いくためには、提供側が移動先への紹介を準備するシステムの確立が求められる。ゆえに、高度急性期から在宅介護までの一連の流れ、容態
急変時に逆流することさえある流れにおいて、川上に位置する病床の機能分化という政策の展開は、退院患者の受入れ体制の整備という川下
の政策と同時に行われるべきものであり、川上から川下までの提供者間のネットワーク化は新しい医療・介護制度の下では必要不可欠となる。
そして、こうしたネットワークの中で、患者の移動が円滑に行われるよう、医療機関側だけでなく、患者側にもインセンティブが働くシステムとなる
ことが望ましい。
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社会保障制度改革国民会議報告書（平成25年８月６日）（抜粋）

第２部 社会保障４分野の改革
Ⅱ 医療・介護分野の改革

２ 医療・介護サービスの提供体制改革
（１） 病床機能報告制度の導入と地域医療ビジョンの策定

医療提供体制改革の実現に向けた第1 弾の取組として、これまで検討が進められてきた医療機能に係る情報の都道府県への報告制度（「病床
機能報告制度」）を早急に導入する必要がある。

次いで、同制度により把握される地域ごとの医療機能の現状や高齢化の進展を含む地域の将来的な医療ニーズの客観的データに基づく見通し
を踏まえた上で、その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能ごとの医療の必要量を示す地域医療ビジョンを都道府県が策定することが求
められる。さらには、地域医療ビジョンの実現に向けて医療機能の分化と連携が適切に推進されることが、中期的な医療計画と病床の適切な区
分を始めとする実効的な手法によって裏付けられなければならない。その際には、医師・診療科の偏在是正や過剰投資が指摘される高額医療機
器の適正配置も視野に入れる必要がある。

（４） 医療と介護の連携と地域包括ケアシステムというネットワークの構築
この地域包括ケアシステムは、介護保険制度の枠内では完結しない。例えば、介護ニーズと医療ニーズを併せ持つ高齢者を地域で確実に支え
ていくためには、訪問診療、訪問口腔ケア、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問薬剤指導などの在宅医療が、不可欠である。自宅だけでな
く、高齢者住宅に居ても、グループホームや介護施設その他どこに暮らしていても必要な医療が確実に提供されるようにしなければならず、かかり
つけ医の役割が改めて重要となる。そして、医療・介護サービスが地域の中で一体的に提供されるようにするためには、医療・介護のネットワーク
化が必要であり、より具体的に言えば、医療・介護サービスの提供者間、提供者と行政間など様々な関係者間で生じる連携を誰がどのようにマ
ネージしていくかということが重要となる。

３ 医療保険制度改革
（２） 医療給付の重点化・効率化（療養の範囲の適正化等）

（略）
まず、フリーアクセスの基本は守りつつ、限りある医療資源を効率的に活用するという医療提供体制改革に即した観点からは、医療機関間の適
切な役割分担を図るため、「緩やかなゲートキーパー機能」の導入は必要となる。こうした改革は病院側、開業医側双方からも求められていること
であり、大病院の外来は紹介患者を中心とし、一般的な外来受診は「かかりつけ医」に相談することを基本とするシステムの普及、定着は必須で
あろう。そのため、紹介状のない患者の一定病床数以上の病院の外来受診について、初再診料が選定療養費の対象となっているが、一定の定
額自己負担を求めるような仕組みを検討すべきである。このことは、大病院の勤務医の負担軽減にもつながる。もちろん、上記のような受診行動
が普及するには、医師が今よりも相当に身近な存在となる地域包括ケアシステムへの取組も必要であり、医療の提供を受ける患者の側に、大病
院にすぐに行かなくとも、気軽に相談できるという安心感を与える医療体制の方が望ましいことを理解してもらわなければならず、患者の意識改革
も重要となる。
（略） 17



３．医療
（２）大きなリスクをしっかり支えられる公的保険制度の在り方

②大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担の増大

大病院は充実した人員配置や施設設備を必要とする入院医療や重装施設を活用した専門外来に集中し、外

来診療は紹介患者を基本とする。一般的な外来受診はかかりつけ医機能を発揮する医療機関が担う方向を目

指す。このことが、患者の状態に合った質の高い医療の実現のみならず、限りある医療資源の有効な活用や病

院勤務医・看護師をはじめとする医師等の働き方改革にもつながる。

（中略）

社会保障審議会及び中央社会保険医療協議会においても検討を開始する。遅くとも 2022年度初までに改革を

実施できるよう、最終報告を取りまとめた上で、同審議会等の審議を経て、来年夏までに成案を得て、速やかに

必要な法制上の措置を講ずる。

「全世代型社会保障検討会議 中間報告」（令和元年12月19日）［抜粋］

「全世代型社会保障検討会議 第２次中間報告」（令和２年６月25日）［抜粋］
４．医療

昨年12月の中間報告で示された方向性や進め方に沿って、更に検討を進め、本年末の最終報告において取
りまとめる。

医療計画の見直し等に関する
検討会資料(令和2年10月30日)
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第３章 医療

１．医療提供体制の改革

（略）

外来医療においては、大病院における患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の問題に鑑み、かか
りつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化・連携を図る。このため、まずは、医療資源を多く活
用する外来に着目して、医療機関が都道府県に外来機能を報告する制度を創設し、地域の実情に応じ
て、紹介患者への外来を基本とする医療機関を明確化する。
（略）

３．大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担の拡大

第１次中間報告では、「外来受診時定額負担については、医療のあるべき姿として、病院・診療所に
おける外来機能の明確化と地域におけるかかりつけ医機能の強化等について検討を進め、平成14年

の健康保険法改正法附則第２条を堅持しつつ、大病院と中小病院・診療所の外来における機能分化、
かかりつけ医の普及を推進する観点から、まずは、選定療養である現行の他の医療機関からの文書
による紹介がない患者の大病院外来初診・再診時の定額負担の仕組みを大幅に拡充する」とする方向
性を示したところである。

現在、特定機能病院及び一般病床200床以上の地域医療支援病院について、紹介状なしで外来受
診した場合に定額負担（初診5,000円）を求めているが、医療提供体制の改革において、地域の実情に
応じて明確化される「紹介患者への外来を基本とする医療機関」のうち一般病床200床以上の病院にも
対象範囲を拡大する。

また、より外来機能の分化の実効性が上がるよう、保険給付の範囲から一定額（例：初診の場合、
2,000円程度）を控除し、それと同額以上の定額負担を追加的に求めるよう仕組みを拡充する。

「全世代型社会保障改革の方針」（令和2年12月15日閣議決定）［抜粋］
令和３年２月８日
医療部会資料
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良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等
の一部を改正する法律の概要改正の趣旨

改正の概要

＜Ⅰ．医師の働き方改革＞

長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための措置の整備等 （医療法） 【令和６年４月１日に向け段階的に施行】

医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始（令和６年４月１日）に向け、次の措置を講じる。

・ 勤務する医師が長時間労働となる医療機関における医師労働時間短縮計画の作成

・ 地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用する医療機関を都道府県知事が指定する制度の創設

・ 当該医療機関における健康確保措置（面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等）の実施 等

＜Ⅱ．各医療関係職種の専門性の活用＞

１．医療関係職種の業務範囲の見直し （診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律、臨床工学技士法、救急救命士法） 【令和３年10月１日施行】

タスクシフト/シェアを推進し、医師の負担を軽減しつつ、医療関係職種がより専門性を活かせるよう、各職種の業務範囲の拡大等を行う。

２．医師養成課程の見直し （医師法、歯科医師法） 【①は令和７年４月１日／②は令和５年４月１日施行等】 ※歯科医師も同様の措置

①共用試験合格を医師国家試験の受験資格要件とし、②同試験に合格した医学生が臨床実習として医業を行うことができる旨を明確化。

＜Ⅲ．地域の実情に応じた医療提供体制の確保＞

１．新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の医療計画への位置付け （医療法）【令和６年４月１日施行】

医療計画の記載事項に新興感染症等への対応に関する事項を追加する。

２．地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律）【公布日施行】

令和２年度に創設した「病床機能再編支援事業」を地域医療介護総合確保基金に位置付け、当該事業については国が全額を負担する

こととするほか、再編を行う医療機関に対する税制優遇措置を講じる。

３．外来医療の機能の明確化・連携 （医療法） 【令和４年４月１日施行】

医療機関に対し、医療資源を重点的に活用する外来等について報告を求める外来機能報告制度の創設等を行う。

＜Ⅳ．その他＞ 持ち分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の延長 【公布日施行】

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進する観点から、医師の働き方改革、各医療関係職種の専門性の活用、地域

の実情に応じた医療提供体制の確保を進めるため、長時間労働の医師に対し医療機関が講ずべき健康確保措置等の整備や地域医療構

想の実現に向けた医療機関の取組に対する支援の強化等の措置を講ずる。

令和３年２月８日 第78回社会保障審議会医療部会 資料１
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【地域の協議の場】

①医療資源を重点的に活用する外来に関する基準（※）を満たした医療機関に
ついては、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を確認し、紹介率・逆紹
介率等も参考にしつつ協議を行う。
（※）初診に占める重点外来の割合40％以上 かつ

再診に占める重点外来の割合25％以上

②医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たさない医療機関であっ
て、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を有する医療機関については、
紹介率・逆紹介率等（※）を活用して協議を行う。
（※）紹介率50％以上及び逆紹介率40％以上

③協議が整った場合に、紹介受診重点医療機関として都道府県が公表する。

○ 外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、
以下のとおり紹介患者への外来を基本とする医療機関（紹介受診重点医療機関）を明確化する。
①外来機能報告制度を創設し、医療機関が都道府県に対して外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有
無等を報告し、
②「地域の協議の場」において、報告を踏まえ、協議を行い、協議が整った医療機関を都道府県が公表する。

※紹介受診重点医療機関（一般病床200床以上の病院に限る。）は、紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対象となる。

地域の協議の場
における協議

紹介受診重点医療機関について

【外来機能報告】

○「医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）」等の実施状況
・医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
・高額等の医療機器・設備を必要とする外来
・特定の領域に特化した機能を有する外来

○紹介・逆紹介の状況
○紹介受診重点医療機関となる意向の有無
○その他、地域の協議の場における外来機能の明確化・連携の推進

のための必要な事項

紹介

逆紹介

かかりつけ医機能を担う医療機関

・病院の外来患者の待ち時間の短縮
・勤務医の外来負担の軽減
等の効果を見込む

患者がまずは地域の「かかりつけ医

機能を担う医療機関」を受診し、必

要に応じて紹介を受けて紹介受診

重点医療機関を受診する。

状態が落ち着いたら逆紹介を受けて

地域に戻る受診の流れを明確化。

国民への周知・啓発

紹介受診重点医療機関

外来機能報告（重点外来の項目、意向等）

医療機関 都道府県

⇒公表

令和4年３月17日 外来機能
報告等に関するワーキング
グループ参考資料
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